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はじめに

 「人生100年時代」の構想の下、政府は様々な政策を打ち
出している。政府の少子化対策は改善の成果が出ている
とはいい難く、急速な人口減少による労働者不足が懸念
されている。そのような状況の中、女性と高齢者に明日
の日本の活力を見出し、働く女性の後押しをする法整備
を行い、女性が活躍できる社会の実現へ向けて税制面で
はどのような施策が考えられるであろうか。

 女性の就労に関しては、未だ結婚や出産などライフス
テージの変化に伴い離職するケースが少なくない。育児
後再就職する場合にも非正規雇用が6割の現状など、課
題も多い。

 そのような中、「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」（平成27年法律第64号。以下「女性活躍推
進法という。）が平成28年4月から施行されている（なお、
同法は、令和元年5月29日に改正が行われている。）。
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はじめに

 女性の「活躍」の場には、色々な場面があると思われるが、同法
は、職業生活を希望する女性が、採用、昇進、賃金などの点にお
いて性別による差別なく機会を等しく与えられ、職業生活と家庭
生活、ワークライフバランスのとれた生活を送れるような社会の
実現を目的としているといえる。また、平成27年6月3日の衆議院
内閣委員会、同年8月25日の衆議院内閣委員会における「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律案」に対する附帯決議で
は数十項目にわたり、施行に当たって、政府又は地方公共団体が
講ずべき必要な措置を挙げている。女性活躍社会の実現には、男
女間の賃金格差の是正と非正規労働者の待遇改善が求められるが、
諸外国において既に施行され効果を上げている税制上の手当など
も参考となろう。

 あるべき女性活躍社会とは何かとの問題意識から、いかなる租税
制度が構築されるべきかを検討したい。
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これまでの
少子化対策
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 内閣府発行の少子化社会対策白書によると、これまでの少子化
対策としてエンゼルプラン（1995～1999年度）、次世代育成支
援対策推進法の制定（2003年7月～）、少子化社会対策基本法
の施行（2003年9月～）、子ども・子育て関連３法 制定（2012
年）待機児童の解消に向けた取組（2013年4月～）、働き方改
革実行計画の策定（2017年3月～）など、様々な取組が行われ
てきた。

 しかし少子化の流れは止まらないまま30年弱が経過しようとし
ている。また、2020年に女性議員の割合を30％にという目標は
ほとんど議論のないままあっさりと10年見送りとなっている。

 客観的な指標としてOECD加盟国における女性の就労・子育ての
状況を把握すること、少子化対策に成功している国が行ってい
る具体的施策を比較検討することは意味があるのではないか

 いかなる租税制度が構築されるべきか



Ⅰ OECD報告書からみる
女性雇用の現状と

示唆

5



OECD報告書からみる女性雇用の現状と示唆

 OECD（Organization for Economic Co-operation and Development）は、2019年に
「Economic Surveys：Japan」を発刊した。その第1章「Labour market reform to cope with 

a shrinking and ageing population」では、日本の高齢化社会における労働改革・財政の持続
可能性の確保についての経済調査結果がまとめられており、女性の雇用における現状報告と、
女性の雇用における様々な障壁を減少しようという試みが論じられている。

 ① Reducing obstacles to the employment of women（女性の雇用に対する障壁を減らす）

 ② Improving work-life balance（ワークライフバランスの改善）

 ③ Providing high-quality, affordable childcare（良質で手頃な価格の保育所の提供）

 ④ Ensuring that women do not have to leave their jobs to care for elderly relatives（介護
離職ゼロに向けた取組）

 ⑤ Reforming the tax system to remove disincentives to work for second earners（配偶者
控除の廃止）

 ⑥ Enhancing women’s role by reducing discrimination（差別を減らすことで女性の役割を
向上する）

 ⑦ OECDの主な政策提言 6



報告書 ①Reducing obstacles to the employment of 
women（女性の雇用に対する障壁を減らす）

 我が国の共稼ぎ世帯の割合は、1980
年の約600万人から、2018年には
1,200万人以上に倍増、2013年から
250万人の女性が労働力に加わり、
2012年の60.7％から2018年の69.6％
へとOECDの中央値67.5％を上回った。

 しかし、女性の雇用の増加は必ずし
も性別による大きな不平等が解消さ
れる方向とはなっていないのが現状
である。

 女性の雇用率は男性雇用率を14％下
回り、雇用率の性差はOECD平均を僅
かに下回っている（図は男性雇用率
－女性雇用率のグラフ）。
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報告書 ①Reducing obstacles to the employment of 
women（女性の雇用に対する障壁を減らす）

 非正規労働者全体の3分の2を女性が
占めている。

 パートタイムで働く女性の割合（週
30時間未満）は2017年に37％で
（Figure図1.16C）、OECD平均の
25％を大きく上回り、OECDで6番目
に高い。低賃金の非正規職への女性
の集中は、男女賃金格差の要因と
なっており、格差は2005年の33％
から2017年には25％へ低下したも
のの、OECDでは3番目に高い男女賃
金格差である。
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報告書 ②Improving work-life balance（ワークライフバラン
スの改善）

 ワークライフバランスについては、日本は、長時間
労働を反映して、OECDの下位5位にランクされてい
る。労働時間はOECD各国間で何十年もの間、最長
であったが、1990年から16％減少し、1年当たり平
均1,710時間となり、OECD平均をわずかに下回った。

 しかし、この減少は主に、比較的短い労働時間の非
正規労働者の数が大幅に増加した結果である。
夫婦世帯では、過去30年間の夫と妻の平均労働時間
の変化はごくわずかで（Figure図1.17）、法定労働
時間を1988年の46時間から1997年の40時間に短縮
した立法措置の効果はわずかなものであったといえ
よう。
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報告書 ②Improving work-life balance

（ワークライフバランスの改善）
 ワークライフバランスの欠如は、労働者とその家族に強
いマイナスの影響を及ぼしている。家事育児の時間は、
男性は1日当たり1時間未満であるのに対して、女性は家
事や育児に1日当たり4時間近く専念していることが分か
る。このように、我が国の無給労働の性差は1日当たり
183分（3時間3分）に及んでおり、OECDで4番目に差が
大きい（Figure図1.18、Panel B）。

 そのような中、介護者が時間外労働の免除を申請できる
ようにするための「育児・介護休業法」の2017年改正は
良い方向だといえよう。

 2021年3年改正では育児休業取得促進のための「産後パ
パ育休」創設、育児休業分割取得、大規模事業主に対す
る育児休業取得状況の公表義務等の改正が行われた。

 日本人男性の育児休暇取得率は依然低い状態であるが、
厚生労働省「令和4年度（2022年）雇用均等基本調査」
における男性育休取得率は17.13％となった。10



報告書 ③Providing high-quality, affordable 
childcare（良質で手頃な価格の保育所の提供）

 第一子妊娠時点で雇用されていた女性の割合は、1985
～89年の61％から2010～14年には72％に増加（報告書
96頁Figure図1.19）。 

 さらに、雇用された人々のうち、仕事を続けることを
選択した人々の割合は、同期間で39％から53％に増加
した。それでも、女性のほぼ半数は第一子の出産後に
労働市場から撤退しているのが現状である。

 再就職するほとんどの女性は、正規雇用ではなく非正
規雇用である。子どもを産んだ後も労働力にとどまる
かどうかの判断は、保育所の利用可能性、ワークライ
フバランスなどの要因によることが分かった。

 政府は、2019年10月に3歳から5歳までの子供に対して
保育園と幼稚園の無償化を導入した。2019年10月に消
費税率が8％から10％に引き上げられたのは、高齢者中
心となっていた社会保障制度を拡充し、子育て世代の
ためにも使えるよう、全世代型に転換する必要からで
ある。政府は、この政策が出生率を押し上げることを
望んでいたが、出生率は2018年には1.4、2019年は1.36、
2022年は1.26と低下している。
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報告書 ④Ensuring that women do not have to 

leave their jobs to care for elderly relatives（介護

離職ゼロに向けた取組 ）

 人口の高齢化は、労働者、主に女性が高齢の親や親族の世話をするために離職
するため、労働力の減少に繋がる。2010年以降、長期介護を提供するために仕
事を辞める労働者の数がかなり増加している。 

 2016年の「ニッポン一億総活躍プラン」の目的のうちの一つは、「介護離職ゼ
ロ」であった。この目標を達成するために、政府は2020年代初頭までに高齢者
の長期介護能力を少なくとも50万人増やす予定である。

 2017年に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律」が改正され、より長期の介護休業オプションが提供された。 2012年
の雇用状況調査によると、家族の長期介護をしている労働者のわずか3.2％の
みがこの介護休業制度を利用したという。この改正により、労働者は合計93日
間まで3回の長期休業を取得でき、残業は免除される。企業や労働者の間での
長期介護休業の資格についての認識を高め、長期介護休業制度の利用を促進す
るインセンティブを提供することが重要である。
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報告書 ⑤Reforming the tax system to remove disincentives to 
work for second earners（配偶者控除の廃止 ）

 労働に関する種々のデータによると、家
庭における2番目の働き手（1番目働き手
の配偶者等）が仕事の阻害要因（例えば
103万円の壁）に対して非常に敏感である
傾向があることを示している。2番目の働
き手の労働へのインセンティブを弱める
税制と給付制度は、ジェンダーの公平性、
効率性、所得の不平等に影響を及ぼし得
る。そのような阻害要因を取り除くこと
は、雇用とGDPにプラスの影響を与え、
所得の不平等を軽減する可能性があると
いう。

 例えばドイツの税制では、同一世帯内で
の2番目の働き手（多くは女性）の非課税
の僅少労働制度（月額450ユーロ以下）が
あるが、労働拡大のディスインセンティ
ブになっていると報告している
（OECD2017）。
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報告書 ⑤Reforming the tax system to remove 

disincentives to work for second earners（配偶者控
除の廃止 ）
 我が国の税制は、家族ではなく個人に基づいている。もともと、1961年に導入された配偶者控
除制度は、2番目の働き手が給与収入で103万円未満の場合、主所得者の課税所得から最大38万
円が控除される制度である。2番目の働き手の多くは、主所得者が配偶者控除の適用を受けるよ
うにするために収入を103万円以下に抑えるようにしていた（Figure図1.23）。また、配偶者控
除のような所得控除は、高所得世帯に減税の効果が高いことが分かる。平均賃金（2016年で380
万円）よりも収入が低い人のうち、配偶者控除の適用を受けられた人は5分の1未満であった。

 2018年には、配偶者控除の給与収入基準が150万円に引き上げられた。また、収入が1,220万円
を超える主な所得者は、配偶者控除及び配偶者特別控除は適用されないこととなった。この配
偶者控除の縮小や廃止は、2番目の働き手が課税されることなく、より多くの収入を得ることが
できるようにすることで、既婚女性による労働投入量を増やすことが期待されている。

 さらに、経団連は、結婚した女性によるより積極的な労働参加を促進するために、配偶者手当
の削減又は廃止を検討するよう会員企業に求めた（ちなみに「令和2年度税制改正に関する提
言」では配偶者控除制度について言及していない）。

 OECD2018年報告では、配偶者控除は段階的に廃止されるべきであるとしている。これは、教育、
雇用、起業家精神におけるジェンダー平等男女共同参画評議会のOECD勧告（2013）に沿ったも
のであり、各国に「両方の親がほぼ同様の経済的インセンティブが得られるように税制上の制
度を設計する」よう求めている。 14



報告書 ⑥Enhancing women’s role by reducing 
discrimination（差別を減らすことで女性の役割を向
上する ）

 安倍首相（当時）は2013年に「すべての女性が輝く社会」
を構築することを約束し、2020年までにの女性管理職3割な
ど指導的地位に占める女性の割合を30％にを達成する目標
を再確認した。しかし、女性の教育レベルの向上と男女共
同参画社会基本法や男女雇用機会均等法、男女平等法の実
施にもかかわらず、管理職など指導的者の地位にある女性
の割合は国際基準では低いままである。2019年でみると、
女性の管理職の割合はわずか13％であり、OECDで2番目に
低く（Figure図1.25）、深刻な人材の偏りを示唆している。
2018年の政府の上級管理職に女性が占める割合は4.9％、
2017年の民間部門の同割合は10.9％にとどまっている。

 上記のほかにも、上場企業の取締役会における女性が占め
る割合は、2017年で5.3％にとどまっている状況である
（Figure図1.25、B）。
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報告書 ⑥Enhancing women’s role by reducing 

discrimination（差別を減らすことで女性の役割を向
上する ）

16

▶衆議院議席割合をみると、フランスの26％、
ドイツの37％に比べ、日本においては10％だ
けが女性である（同パネルC）。
したがって、女性議員の数でみると、我が国
は193か国中161位と下位にランクされている。

▶世界経済フォーラムによる男女の平等度を
示す「ジェンダーギャップ指数」における日
本のランキングは、2012年の101位から2018

年には110位にランクを下げている。2023年
ではさらにランクを下げ、146か国中125位で、
2006年の公表開始以来最低であった。ジェン
ダーギャップ指数は「経済」「教育」「健
康」「政治」の4分野で評価しているが、分野
別にみると、政治が世界最低クラスの138位で、
男女格差が埋まっていないことが改めて示さ
れた。（経済123位、健康59位、教育47位）



報告書 ⑥Enhancing women’s role by reducing 

discrimination（差別を減らすことで女性の役割を向
上する ）

 前述の2030年までの女性議員の割合を30％にするという目標に向かってゆっ
くりと進捗していることを考えると、これらの目標を達成するための戦略に
は以下が含まれる。① 「男性志向の働き方」の改革、②政策決定への女性の
参加の拡大、③男性と女性の間での平等な機会と待遇の確保、④ワークライ
フバランスの改善、⑤科学技術を含む様々な分野での男女平等の促進

 上記のほかにも、多くの追加の目標を導入しているが、拘束力のあるものは
なく、達成しなかった場合の罰則も用意されていない。
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報告書 ⑥Enhancing women’s role by reducing 

discrimination（差別を減らすことで女性の役割を向
上する ）

 2018年、政府は、三つの医科大学
が入学試験を実施して若い男性医
師の数を増やし、女性医師の数の
増加を制限する事例があったこと
を発表した。   女性医師の割合は
2000年の14％から2015年の20％に
上昇したが、それでもOECD平均の
47％をはるかに下回っている。
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報告書 ⑥Enhancing women’s role by reducing discrimination（差別を減
らすことで女性の役割を向上する ）

 管理職及び監督職の労働者の割合は、同じ勤続年数の男性
と比較した場合、女性の割合はかなり低くなっている。例
えば、31年以上の在職期間を持つ正規のホワイトカラー課
長以上の労働者割合をみると、男性の78％と比較して、女
性はわずか20％にとどまっている（Figure図1.27、B）。

 男性の場合は、11～15年の在職期間を経た後に、課長以上
の地位に就く割合が20％に達している。同様に、31年以上
の在職期間を持つ女性の50％は、男性の93％と比較して、
係長以上のレベルに達した。在職期間が31年以上の正規の
ホワイトカラー労働者のうち、女性の約50％が係長以上の
レベルに達したのに対し、男性は93％が係長以上のレベル
に達している。組織（会社）での役職が上昇するにつれ、
男性と女性の階級間の格差は拡大する傾向にある。

 我が国の雇用労働慣行は、不平等の多くの原因となってい
るようである。多くの雇用主は、依然として、女性が出産
前後に離職することを期待しているため、女性が企業特有
のスキルを習得するための実地訓練に投資する可能性は低
い。かように、雇用慣行は、管理職レベルに達する女性の
機会を制限しているといえる。
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雇用慣行の問題点

20

 我が国の雇用慣行が、女性管理職レベルに到達する機会を制限している要因と
して、3つの問題点がある。

 ①長時間労働は経営陣に昇進するための前提条件であるため、男性に比して家
事などの無給労働に時間を割く必要のある多くの女性は昇進への道から身を引
くこととなること

 ②高いパフォーマンス評価は男性の昇進の確率を高めるが、女性の昇進の確率
を高めることとはならないこと

 ③正規社員は、企業における昇進過程で頻繁に仕事の間で異動を求められるこ
と



報告書 ⑦OECDの主な政策提
言

 ・2019～20年に導入される残業時間に係る年間360時間の制限を厳密に施行し、
それを超える企業に対しての適切な罰則を確保する。

 ・勤務時間中に必須の最低休憩期間の導入する。   

 ・保育園等の待機児童の解消に取り組み、母親が労働から離れることを余儀なく
されることがないようにする。

 ・間接差別を含む、教育と雇用における女性に対する差別を防止するための措置
を強化する。

 また、その他の推奨事項として、以下を提案している。

 ・働き方改革における平等な仕事の提供に対して平等な賃金を確保することによ
り、年功賃金曲線を平坦化する。

 ・過剰な労働時間を避けるために、高度プロフェッショナル制度を注意深く監視
する。

 ・両方の親が仕事に対してほぼ同様の金銭的インセンティブを持つように、税制
上の制度を改革する。

 ・企業や労働者の間での介護休業制度の認識を高め、その利用を促進するインセ
ンティブを提供し、高齢の親族の世話をするために仕事を辞めなければならない
労働者を減らす。
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Ⅱ 家族政策と家族関係社会支
出の国際比較

22



１ 家族政策に係る財政支出

 我が国においては少子化対策がなかなか思うように進まず、出生率が伸び悩ん
でいる現状がある。政府は「人生100年時代」、「すべての女性が輝く社会」
構想を掲げ、女性と高齢者の活躍に我が国の活力を見出そうとしている。少子
化は、特に高齢化が進む我が国においては、社会保障の財源と負担に直結する
問題であり、上記「人生100年時代」構想・「すべての女性が輝く社会」構想
と少子化対策とを切り離して考えることはできないであろう。

 諸外国においても少子化は大きな問題であり、各国はその対策を重ねてきた。
OECD諸国での家族関係社会支出（GDP比）と、合計特殊出生率との関係を見る
と、家族関係社会支出額、子育て支援のための財政支出が多い国ほど、その国
の出生率が高いという結果が出ている。子を生まない選択や文化的背景の相違
なども当然考えられるが、全体的には子育て支援の政策を強化すれば、出生率
が上昇する可能性は高いということができるのではなかろうか。

 我が国では子育て支援のために、どれほどの財政支出が行われているのであろ
うか。「令和2年度社会保障関係予算の内訳」をみると、「年金」12兆5,232億
円（35％）、「医療」12兆1,546億円（34％）、「介護」3兆3838億円（9％）
と、高齢者関係の社会保障給付が約28兆0616億円（78％）となっているのに対
し、「少子化対策費」はわずか3兆0387億円（9％）にとどまっており、今後、
高齢者重視の施策から、少子化対策重視の施策への転換を図っていく必要があ
ると思われる。 23



OECD基準による家族分野への社会支
出の対GDP比

 家族政策関連財政支出 の対GDP比（令和4年版少子化社
会対策白書内閣府資料）を主要国別にみると、出生率
が高いスウェーデン、フランス、イギリスでは、その
割合が高く（2.8～3.4％）、出生率の低い日本におい
ては家族政策支出の対GDP比が欧州諸国と比べて低水
準（1.73％）となっている。国民負担率などの違いも
あり、単純な比較は難しいが、家族政策関連財政支出
全体の財政規模が小さいといえる。このように我が国
の社会保障は、諸外国と比して規模が小さく、会社や
家族が社会保障の役割を代替し、機能を果たしており、
給付の面からみれば、年金の比重が非常に大きく、福
祉の比重が非常に小さいのが特徴であるといえる。

 社会保障給付のうち、高齢者関係給付が7８%を占め、
これに対し子ども・子育て関係の給付はわずか９％に
すぎない(2017)。我が国は公的教育支出の国際比較に
おいても対GDPでその比率が低く、人生の後半に社会
保障が給付される機会が偏在している。これからの人
生100年時代においては、少子化対策など人生の前半に
おいても社会保障が給付されるような施策が必要と
なってくるであろう。
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２ 少子化社会対策白書にみる少子化対策

 令和4年版「少子化社会対策白書（全体版）」では、重要課題として以下の5点を掲
げている。

 ① 結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境づくり（雇用環境整備、結
婚支援取組、保育の受け皿整備、保育人材確保、男性の家事・育児参画促進、働き
方改革など）

 ② 多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える

 （経済的支援、多子世帯に対する支援、地域住民の参画促進による子育ての担い手
の多様化、世代間での助け合いなど）

 ③ 地域の実情に応じたきめ細かな取組（地方公共団体の取組、地方創生と連携し
た取組の推進）

 ④ 結婚、妊娠、出産、子供、子育てに温かい社会（多様な主体の連携による子育
てにやさしい社会的機運の醸成、バリアフリーなど外出しやすい環境の整備、効果
的な情報発信など

 ⑤ 科学技術の成果など新たなリソースの積極的活用（結婚支援におけるAI等の活
用、ICTを活用した子育て支援サービス）

 これらの課題について、税制面ではどのような対応が可能であろうか。

25



Ⅲ 現行所得税制度の問題点
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１ 扶養控除制度と最低限の生活保障

 所得税法は、総所得金額・退職所得金額及び山林所得金額から、雑損控除等の各種の控除を行うべき
ことを規定している。これらの控除を一括して所得控除という。所得控除の種類は様々であるが、基
礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除は一括して人的控除（personal exemption）と呼ば
れる。所得のうち本人及びその家族の最低限度の生活（minimum standard of living, Existenz-
minimum）を維持するのに必要な部分は担税力を持たない、という理由に基づくものであって、憲法
25条の生存権の保障の租税法における現れである。

 現行法は各種所得控除を採用しており、各種の所得控除は、課税ベースを縮小することにつながるこ
ととなる。また、所得控除は税率の累進構造の関連上、高所得者層に有利に働き、低所得者層は所得
控除を控除しきれないなど所得控除の恩恵を受けることができないという問題がある。所得控除から
税額控除への転換は、1980年代以降、課税ベースの拡大と所得再分配を可能とする方策であるとして
世界的な税制改正の潮流である。

 この点については、例えば、平成14年6月付け「あるべき税制の構築に向けた基本方針」」は、「配
偶者控除及び扶養控除を廃止する一方、児童の扶養について税額控除を設ける」とし、本人の基礎控
除のみとするとの考え方を徹底しつつ、別途、「児童の養育に対し、税額控除という形で配慮するも
の。所得控除と異なり、所得の多寡にかかわらず同等の配慮が可能となる」と、その効果を述べる。

 また、平成15年6月付け「少子・高齢社会における税制のあり方」では、「控除の仕組みを所得控除
制度ではなく税額控除制度とすることも検討課題となる。これらについては、社会保障制度との関連
や諸外国での事例等も踏まえ、検討を深める必要がある」と指摘していた。

 さらに、その2年後の平成17年6月付け「個人所得課税に関する論点整理」では、「これまで個人所得
課税では、子供の扶養を担税力の減殺要因ととらえて所得控除によって対処してきた。政策的に子育
てを支援するとの見地からは、税制において、財政的支援という意味合いが強い税額控除という形態
を採ることも考えられる。この問題については、今後、少子化対策全体の議論の中で、他の政策手段
との関係、諸外国の事例も踏まえ、引き続き検討を深めていく必要がある」とし、所得控除から税額
控除への転換について検討がなされてきている。 27



２ 税額控除・給付付き税額控除

 税額控除とは、課税所得に税率を適用して算定された税額から控除される項目
である。税率を適用する前の所得から控除する所得控除とは異なり、税額控除
は税率を適用した後の税額からの控除である点で、納税者への補助金のような
機能を持つ。そのため、税額控除は経済や産業の活性化や社会的弱者の救済、
環境や文化の保護など政策的な色彩が強く表れることが多い。

 金子宏東京大学名誉教授は、人的控除に関して、「人的控除の水準は、財政事
情さえ許せば、生活保護の水準に合わせるべきであろう。また、人的控除を所
得控除から税額控除に切り替えて、所得控除による税額の減少額が所得の増加
につれて累進的に増加するという問題を解消すると同時に、還付つき税額控除
制度を採用して、控除額が税額を上回る場合には差額を還付することとすべき
であろう。なお、所得が最低生活費を下回る場合には差額の全部または一部を
給付すべきであるという意味での給付付き税額控除の提案についても、中長期
的課題として検討の要がある。」とされる。
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３ 諸外国における家族税制の概況
（2020年3月内閣府政策統括官（経済社会システム担当）作成参考資料
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３ 諸外国における家族税制の概況
（2020年3月内閣府政策統括官（経済社会システム担当）作成参考資料
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無給労働の性差をなくし、家庭内で平等なワーク
ライフバランスを目指す

31山口慎太郎「家族政策が出生率に及ぼす影
響」2020年11月財務省財務総研第2回資料21頁 内閣府「家族関係支出の諸外国との比較」選

択する未来委員会第3回資料3



問題はどこに？

 無給労働の性差に問題があるのでは？

 各国で各種手当、給付が必ずしも出生率上昇につながっ
ているとは限らないというデータ（例：保育料無償化）

 現行所得税法の制度にはない保育料、学費等の支出に係
手当ての導入
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ドイツ子育て政策の例（2023年10月13日開催日税連公

開研究討論会での聞き取り含む）

 隣国のフランスの出生率（1.86）との比較ではやや劣るものの、日本や米国、フランスをはじ
め世界中で出生率の低下がみられたコロナ禍において、ドイツでは出生数が上昇した（2021年
前年比22,000人増）。

 ドイツの子育て支援策が充実しているため、コロナ禍のような社会的経済的に不安定な中でも
子どもを産み育てることに肯定的な家庭が多かったのでは。

 ドイツの出生率が1.2台に下がった1990年代から1.57にまで回復した子育て支援策には、①
「育児休暇」という名称を「両親時間」という名称に変更。「休暇」という言葉により家庭内
での育児労働が過小評価されることを避け、父親の家事育児への参加促進と、産後母親の早期
労働復帰を目指すもの。

 「両親時間」は最長3年取得でき、職場への復帰が法的に保障（解雇されない）。週32時間ま
での短時間労働も可能。子供が３～8歳の間24か月分を繰り延べることも可能。

 「親手当」は、子供が生まれる前の平均賃金の65％が支給（収入により割合は変わる）され、
最低300ユーロ～最高1800ユーロ、最長14か月間分である。親手当に加え、親手当プラスもあ
る（支給額半額で受給期間2倍）。両親ともに短時間労働（週32時間以内）で働く場合には、
さらに4か月分追加支給。父親と母親の受給期間は各家庭で自由に決められる。

 「児童手当」は子供１人に対して月額250ユーロ（約4万円）4人で月額約16万円所得制限はな
し。すべての子供に対して満18歳まで支給。

 産前産後休業手当受給→「両親時間」取得→「親手当」受給、児童手当受給 33



ドイツ子育て政策の例（2023年10月13日開催日税連公

開研究討論会での聞き取り含む）

 2007年「親手当」導入から15周年の2022に連邦統計局がレポート公表。

 3歳以下の子供を持つ母親の労働参加率は43％から56％に上昇

 父親の「親手当」受給割合は、制度導入以前は3％であったのが、2008年の20％か
ら43.5％に倍増。州によっては父親の受給率が50％を超える州もあった（バイエル
ン州など）

 父親の平均育児手当支給期間は約3.3か月

 2か月以上親手当を受給する父親は約10％

 父親が単独で親手当を受給するケースはごく僅か

 いかに父親が育児休業を取りやすくするか、家庭内のワークライフバランスが重要

 家政婦費用、保育所や保育士などの保育料も特別費用として控除できる

などの報告があった。日本の父親の育児休業取得率が13.7％（2022年）、平均取得期
間は2週間未満が7割（2018年）
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ドイツにおける教育関連税制と租税教育の現状
（ドイツ連邦 家庭高齢者女性青少年省HP、ミュンヘン税理士会副会長ギュン
ター・ヘルムハーゲン氏からの聞き取りを含む）

 教育関連税制は充実。支出した子供の学費の30％を所得税から特別支出として控除可能（子供
一人当たり年間最大5000ユーロ）

 ドイツ以外の学校に通っている場合にも適用（EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノル
ウェーに学校があることが要件）

 自身の学業、職業訓練のための支出は6,000ユーロを上限として控除可能

 租税教育に関しては、残念なことに小学校、中学校、高校の授業で税を学ぶ機会は全く無いと
の回答があった。社会人になる以前に税を学ぶ機会は、大学の講義で、数少ない税に関連する
講義を履修した学生くらいであり、税法の講義を展開している大学は少なく、また経済学や会
計学の関連講義でごく浅い、一般的な税の知識の解説を行っているに過ぎない現状を知った。

 税や社会保険、投資や労働関係などの様々な知識を全く持たないまま社会人になる若者であふ
れており、税＝ただ取られるもの、嫌なもの、という認識が蔓延している状況から租税教育の
必要があると思われるが、何らかの理由により（おそらく政治的理由）、租税教育を積極的に
進める方向にはなっていないとの説明を頂いた。

 日本においては2000年頃から税理士会が小学校における租税教育を開始、平成26年税理士法改
正では租税教育が税理士法に明記された。成人に向けた租税リテラシー教育はますます重要性
を増していると思われる。 35



租税リテラシー教育の必要性
 最高裁令和5年3月6日第一小法廷判決（ムゲンエステート事件）

住宅用賃貸部分を含む建物の購入が控除対象仕入税額の計算（消費税法30条2項）
において、課税、非課税、共通の区分のうち、共通課税仕入れに区分されるとし
た更正処分の適法性について争われた事例

「平成１７年以降、税務当局が、本件各課税仕入れと同様の課税仕入れを当該建
物が住宅として賃貸されることに着目して共通対応課税仕入れに区分する取扱い
を周知するなどの積極的な措置を講じていないとしても、事業者としては、上記
取扱いがされる可能性を認識してしかるべきであったということができる。」

と判示。

☞ 一般市民ではなく事業者に対する判決とはいえ、あまりに高度な租税リテラ
シーを求めすぎているのではないか？（酒井克彦中央大学法科大学院教授）
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結びに代えて

 少子化対策や女性活躍社会の実現は、女性側だけの問題ではなく、社会全体の問題
である。本来「女性」「男性」など性差は関係なく全ての人々が活躍できる社会こ
そが、社会全体としての望ましい在り方ではなかろうか。各企業が女性の雇用を増
やせばよい（女性雇用の障壁については前述のとおり）、とか、女性活躍社会とは
女性のみが率先して働くことへの意識を変えて労働参画していくものだ、という認
識では、改善はなかなか進まないと思われる。女性をパートナーに持つ人にも同じ
ように働き方の意識を変えていかねばならないと考える。

 それにはまず、一つひとつの家庭において、女性の家事労働などの無給労働の時間
を短縮し、無給労働の性差を小さくしていくことからスタートするべきではなかろ
うか。職業生活と家庭生活、ワークライフバランスのとれた生活を送れるような社
会の実現は、家族単位で改善していくものであり、いつか企業が職場環境を改善し、
解決してくれるであろう、といった他人事ではないのである。いうまでもなく、そ
れには男性（パートナー）側1人ひとりのサポートと意識の改革が不可欠であると
いえる。

 男性側の働き方の改善、長時間労働をも改善していかないことには、いつまでも家
庭内での無給労働の性差不均衡が縮まることはなく、ワークライフバランスのとれ
た生活の実現は非常に困難であると思われる。
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結びに代えて

 子育て世代をはじめとして、社会全体の長時間労働など働き方の見直しを進め
ていく必要があるが、前述したように働き方の多様化としては、短時間勤務や
残業時間が短いこと（これらは無給労働の性差が縮まることによりかなり改善
されるものと思われる。）、在宅勤務を可能にするなどの勤務場所の柔軟性、
そして保育施設等の確保が各種研究調査から重要であることが明らかとなって
いる。雇用企業側としても長時間労働に対する評価ではなく、時間当たりの生
産性での評価体制の構築が急務であろう。

 税制で対応可能と思われる対策としては、子育てに伴う保育費、教育費を中心
とした経済的な負担の緩和を目的に、所得控除、税額控除での対策が考えられ
る。所得控除には様々な問題があることは前述のとおりであるから、所得の多
寡にかかわらず、一定の税額を直接減額できる税額控除は、低所得者層により
減税の効果があり、そして年税額のない者に対しては、さらに差額の給付とい
う意味で給付付き税額控除の導入が望ましいと考える。諸外国の成功例を参考
に、制度導入への検討が望まれるところである。
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ご清聴ありがとうございました
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